
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
刺繍図柄を表す画像データに基づいて、該図柄の刺繍を形成するためのデータを処理する
装置であって、
前記画像データを細線化する細線化手段と、
前記細線化手段により変換された細線画像に関して細線追跡する細線追跡手段と、
前記細線追跡において枝があった場合、その枝を削除する枝削除手段と
を具備することを特徴とする刺繍データ処理装置。
【請求項２】
前記細線化手段により細線化された細線画像より、前記刺繍図柄を構成する輪郭線を抽出
する輪郭線抽出手段と、
前記抽出された輪郭線が成す図形の輪郭を構成する縫目若しくは抽出された閉領域が成す
図形の内部を縫いつくす縫目の少なくとも一方のための縫製データ作成手段を備えること
を特徴とする請求項１に記載の刺繍データ処理装置。
【請求項３】
前記細線追跡手段によって既に細線追跡を行った画素を再び追跡した場合、閉ループを検
出したとし、それを内部輪郭線として領域処理する閉ループ処理手段を備え、前記枝削除
手段は前記閉ループ処理手段よりも先に適用されることを特徴とする請求項１に記載の刺
繍データ処理装置。
【請求項４】
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前記細線追跡手段による細線追跡において、その追跡方向が前回の追跡方向と１８０度異
なるか否を判断する方向判断手段を有し、前記枝削除手段は前記方向判断手段によって、
前回の追跡方向と今回の追跡方向が１８０度異なることが判断された場合、前回の追跡に
関わる枝を削除することを特徴とする請求項２に記載の刺繍データ処理装置。
【請求項５】
前記枝削除手段及び前記閉ループ処理手段は、図形の一部ずつを繰り返し処理することを
特徴とする請求項３に記載の刺繍データ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、被縫製体に対して所定の図柄の刺繍を形成するミシンのための、刺繍の形成に
必要な刺繍縫製データを作成するための刺繍データ処理装置に係り、特に輪郭画を原画と
して用いて図柄の刺繍データを処理する装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、需要者の嗜好の多様化、高級化、刺繍ミシンの性能の向上などの諸事情を背景
にして、家庭用の刺繍ミシンであっても、予め記憶されている刺繍データに基づく図柄の
刺繍形成だけでなく、使用者の所望する図柄の刺繍を形成することを可能とする比較的安
価で操作の容易な刺繍データ処理装置が提供されている。これらの多くは、原紙上にペン
で書いた絵をハンディースキャナー等を用いて読み取り、刺繍データを作成するものであ
る。
【０００３】
従来、この種の刺繍データ処理装置では、複数の色を用いた刺繍データを作成するために
は、各色に対応する複数の原紙を用い色ごとに原紙のスキャンを行うものや、特開平７－
２３６７８４号公報に示すように初めに輪郭線を描いた原紙をスキャンし、後に指定する
部分を塗りつぶし再び原紙のスキャンを行うもの等があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
先に記した従来の刺繍データ処理装置のうち前者のものでは、輪郭線や各色ごとにそれぞ
れ原画を作成し、スキャナー等を用い入力を行う。そのために、図１７に示すような「葉
」の模様のデータを作成する時は、タタミ縫いの原画では枝の部分を塗りつぶしておけば
（図１８）、輪郭線のサテン幅が非常に狭い時や、輪郭線が走り縫いであっても図１７の
部分Ｄにおいてタタミ縫いと輪郭線との間に隙間を生じる事は無かった（図１９）。しか
し、各色ごとに異なった原画を作成しなくてはならない為に、各原画にずれがあった場合
には、出来上がるデータ間にずれが発生する。また、原画にずれが無い場合においても、
各スキャンごとの読み取り誤差などによってもずれは発生する。そのため、ずれの少ない
刺繍データを作成するには作業に多くの時間がかかり、面倒で意外と熟練を要するもので
あった。
【０００５】
また、後者の刺繍データ処理装置においては、初めにスキャンされた輪郭線画像をもとに
、内部タタミ縫い領域のデータを作成するため、輪郭線がタタミ縫いの時には、ずれが発
生しにくい。しかしながら、輪郭線をサテン縫いにすると、ずれが発生しやすかった。
【０００６】
この理由としては、次のような事情が背景として存在する。図柄の原画をイメージスキャ
ナ等で読み取って画像データとし、それから刺繍データに自動変換を行う手法の１つとし
て、図柄を表す画素の集まりの輪郭を抽出し、その結果得られるいわゆるアウトラインで
図柄形状を扱うものがある。輪郭線として描かれた図柄を、イメージスキャナで読み取っ
て変換される画像データでは、輪郭線とはいってもある程度の広がりを持った面状の領域
とならざるを得ないため、そこからアウトラインを取り出したときには原画の（ある程度
太さをもつ）輪郭線の両側に経路を有するようなアウトライン（円のような閉領域の場合
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、離間している少なくもと２本の線）が取り出される。輪郭線がタタミ縫いの場合はその
アウトラインで挟まれた内部を縫うようなデータを作成すれば、内部タタミ縫いと輪郭線
との間の縫いずれの問題は発生しにくいのである。しかし、輪郭線を走り縫い、サテン縫
い等にしようとする時には、このようなデータでは、自動処理によって刺繍データを作成
できない。
【０００７】
なぜかというと、輪郭線のようなものに対しては、その両側に径路があるような形状規定
線ではなく、その中心にただひとつの径路を有する径路規定線で表されるのが、何かと都
合が良いためである。そして、このような要請に対しては、画像データ処理技法として知
られている細線化処理が適しており、それを適用することによって得られる細線を径路規
定線とすれば、前述の走り縫い、サテン縫いのデータ変換も自在に可能となるのである。
【０００８】
しかし、内部タタミ縫い領域を細線化前のデータより作成すると、細線化を行う際に、細
線化前後のアウトラインデータにずれが生じるために、輪郭線が走り縫いの場合やサテン
幅が非常に細い場合には、輪郭線と内部タタミ縫い部分との間に隙間が生じてしまうこと
になっていた。
【０００９】
それに対しては、内部タタミ縫いのデータを輪郭線のデータと同じく、入力された輪郭画
像を細線化した細線画像より作成するとすれば問題は発生しない。しかし、この場合にお
いては図１７で示した部分Ｄに関するデータが、同じ画素を２回辿るために非常に近くな
ったり、交差をおこしてしまう。すると、縫目が詰って仕上がりが美しくなかったり、運
針データが作成できない恐れがあった。
【００１０】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、入力画像に対する内部タタ
ミ縫いの刺繍データを作る際に、部分Ｄのような枝があった場合その枝を削除し、できる
だけ単純なデータを作成することであり、専門的な知識や熟練がなくても容易に短時間で
美麗な刺繍縫いデータの作成を可能とする刺繍データ処理装置を提供するにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
このような課題を克服するために本発明の請求項１に記載の刺繍データ処理装置は、刺繍
図柄を表す原画の画像データを細線画像に変換する細線化手段と、前記細線化手段により
変換された細線画像を細線追跡する細線追跡手段と、前記細線追跡において枝があった場
合、その枝を削除する枝削除手段とを備えている。従って、枝のある原画を入力した場合
、枝を削除し刺繍データが自動的に作成される。
【００１２】
また、本発明の請求項２に記載の刺繍データ処理装置では、細線化手段により細線化され
た細線画像より、前記刺繍図柄を構成する輪郭線を抽出する輪郭線抽出手段と、抽出され
た輪郭線が成す図形の輪郭を構成する縫目若しくは抽出された閉領域が成す図形の内部を
縫いつくす縫目の少なくとも一方のための縫製データ作成手段を備えるため、多様な刺繍
データの作成が可能となる。
【００１３】
また、本発明の請求項３に記載の刺繍データ処理装置では、細線追跡によって既に細線追
跡を行った画素を再び追跡した場合、閉ループを検出したとし、それを内部輪郭線をして
領域処理する閉ループ処理手段を備え、枝削除手段は閉ループ処理手段よりも先に適用さ
れることを特徴とするために、枝を発見した時に閉ループを発見したという誤認識をしな
いでデータの作成が可能となる。
【００１４】
また、本発明の請求項４に記載の刺繍データ処理装置では、細線追跡において、その追跡
方向が前回の追跡方向と１８０度異なるか否を判断する方向判断手段を有し、枝削除手段
は方向判断手段によって、前回の追跡方向と今回の追跡方向が１８０度異なることが判断
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された場合、前回の追跡に関わる枝を削除することを特徴とするため、枝を発見及び削除
するデータ処理が容易となる。
【００１５】
さらに、本発明の請求項５に記載の刺繍データ処理装置では、枝削除手段及び閉ループ処
理手段は、図形の一部ずつを繰り返し処理することを特徴とするために、正しく枝及び閉
ループの処理を行いデータの作成が可能になる。
【００１６】
それから、輪郭線データや内部縫いデータの少なくとも一方のために更に針落ち点を確定
する処理を施されるデータを、同一の細線化されたデータに基づき作成するので、輪郭線
の縫い幅を非常に細くした場合においても、輪郭線と内部縫い間の隙間が発生しにくく、
刺繍内部において下地の出現が少なくなり、専門的な知識や熟練がなくても簡単に高品質
の刺繍データの作成が可能になる。また、輪郭線の入力より、その輪郭線縫いのみや内部
タタミ縫いのみ、或いはその両方のデータを作成することも可能になり、多様な刺繍デー
タの作成作業が可能になる。さらに、輪郭線及び内部縫いのデータを同一の細線画像より
作成するために輪郭線と内部縫い間の隙間が発生しにくく、刺繍内部において下地の出現
が少なくなり、専門的な知識や熟練がなくても簡単に高品質の刺繍データの作成が可能に
なる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を家庭用刺繍ミシンのための刺繍データ処理装置に適用した一実施の形態に
ついて、図を参照して説明する。なお、本実施の形態では、図４に示すような「ねこ」の
刺繍図柄Ａにおける刺繍データを作成する場合を具体例として挙げながら、同処理装置で
行われる刺繍データ処理の内容を説明する。
【００１８】
まず、図示はしないが、家庭用刺繍ミシンについて簡単に触れておく。刺繍ミシンは、ミ
シンベッド上に配置され刺繍が施される加工布を保持する刺繍枠を、水平移動機構により
装置固有のＸ、Ｙ座標系で示される所定位置に移動させつつ、縫い針及び釜機構による縫
製動作を行うことにより、その加工布に所定の図柄の刺繍を施すようになっている（特開
平５－４９７６６号公報参照）。
【００１９】
この場合、前記水平移動機構や針棒などは、マイクロコンピュータなどから構成される制
御装置により制御されるようになっており、従って、一針毎の加工布のＸ、Ｙ方向の移動
量、即ち針落ち位置を指示する刺繍データ（ステッチデータ）が与えられることにより、
制御装置は、刺繍動作を自動的に実行することが可能となるのである。また、本実施の形
態では、刺繍ミシンにはフラッシュメモリ（カードメモリ）により、外部から刺繍データ
が与えられるように構成されている。本実施の形態に係わる刺繍データ処理装置は、この
ような刺繍データを自動的に作成する機能を有するものである。
【００２０】
次に、本実施の形態に係わる刺繍データ処理装置の全体構成について、図１および図２を
参照して述べる。図１は刺繍データ処理装置の外観を示し、また図２はその電気的構成を
表している。ここで、処理装置本体１はマイクロコンピュータを主体として成り、ＣＰＵ
２、ＲＯＭ３、ＲＡＭ４、フラッシュメモリ装置（ＦＭＤ）５、入出力インターフェイス
６（Ｉ／Ｏ）がバスを介して相互に接続して構成されている。
【００２１】
処理装置本体１の上面部には、読み取った図柄や刺繍領域等を画面７ａに表示するための
液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）７が設けられている。この液晶ディスプレイ７は、表示制御
装置（ＬＣＤＣ）８により制御されるようになっており、この表示制御装置８には表示記
憶装置（ＶＲＡＭ）９が接続され、モノクロのビットマップグラフィックス表示が可能な
ように構成されている。また、前記フラッシュメモリ装置５には、記憶媒体としてのフラ
ッシュメモリ１０が着脱可能に装着されるようになっている。そして、処理装置本体１に
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は、操作者が縫製様式など各種の選択や設定の指示を行うための操作キー１１、および、
図柄原画を読み込むためのイメージスキャナ１２が、前記入出力インターフェイス６を介
してＣＰＵ２に接続されている。
【００２２】
このイメージスキャナ１２は、モノクロの図柄原画を二値のビットマップ画像データとし
て読み取り可能ないわゆるハンドスキャナから成り、操作者がその上部を手で持って下面
の読み取り部を図柄原画用紙上に宛い、ボタンを押しながら原画に沿ってなぞるように一
定方向に移動させることにより、図柄の画像の読み取りが行われるようになっている。読
み取られた図柄画像データはラスター形式のビットマップとして、画素毎に白であれば「
０」、黒であれば「１」の値を持つ１ビットデータで表現され、図３に示すようなＲＡＭ
４の図柄画像データ記憶領域４ａに記憶されるようになっている。
【００２３】
さて処理装置本体１は、そのソフトウェア構成により、例えば図９に示すような「ねこ」
の刺繍図柄Ａの原画に基づいて、刺繍データの作成処理を自動的に行うように構成されて
いる。このソフトウェアは、ＲＯＭ３にＣＰＵ２を制御するプログラムコードとして格納
されている。以下ではこの場合の動作を、図４から図７のフローチャートを参照しながら
詳述する。この刺繍データを作成するにあたって、まず操作者は、図９に示す図柄輪郭画
を、例えば白色の原紙に黒のペンで描くなどして用意する。
【００２４】
操作者は、イメージスキャナ１２により図柄Ａの原画を読み取らせる。このイメージスキ
ャナ１２により読み取られた画像は図１０のような２値のビットマップ画像データとして
メモリ上の図柄画像データ記憶領域４ａに記憶される。次に、この画像データは細線化処
理（細線化手段）により図１１のように細線化され、ＲＡＭ４の細線画像記憶領域４ｂに
記憶される（Ｓ１０００）。細線化の方法はすでに多くが知られているが、この場合、線
幅が１画素になればどのような方法を用いてもよい。
【００２５】
図５及び図６に示すように、細線化処理が行われた細線画像記憶領域４ｂに記憶された図
柄Ａの細線画像データはベクトル化処理によって、各々が適当な長さと方向をもつ線分デ
ータの連鎖、つまりショートベクトルの集合に変換され、ＲＡＭ４のベクトル記憶領域４
ｃに記憶される。ベクトル化処理の方法としては、画像中の細線図形を構成する画素のう
ちの任意の画素を開始点として、細線図形を構成する画素の連鎖を順に辿りながら適当な
間隔で細線図形を構成する画素の座標値をサンプルして形状構成点の集合を得る方法など
がある。そしてこのベクトルデータをもとに輪郭線の刺繍データを作成する（Ｓ２０００
）。
【００２６】
次に、操作者は先ほど入力した原画に対して、タタミ縫いを行う領域を指定すると、ＣＰ
Ｕ２はその領域を抽出する（Ｓ３０００：Ｙｅｓ，Ｓ４０００）。この指定の方法は多種
考えられるが、一例を挙げると、先に入力した原画のタタミ縫いを希望する領域を塗りつ
ぶし、再度スキャナーにより読み込む方法などが考えられる。そして、この指定された閉
領域に対するベクトルデータの抽出方法は、以下に示す手順（図６参照）を内部輪郭線（
図５：Ｓ５１００）及び外部輪郭線に適用し（図５：Ｓ５３００）、選られた径路を変換
することによって実現される。
【００２７】
手順１：指定された領域の輪郭線に対応する細線ビットマップ上の最上点を開始点Ｐとす
る（図６：Ｓ１及び図２０）。
【００２８】
手順２：開始点Ｐに隣接する構成点に向かう径路のうち、内部輪郭線では最も左に向かう
経路を、外部輪郭線では最も右に向かう径路を選択し、そちらへ進む方向に径路を辿る（
Ｓ１）。
【００２９】
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手順３：進行方向に関して最も右方に向かう径路を選択し進む、という規則に従って径路
を辿る（Ｓ２）。
【００３０】
手順４：辿った先の画素が開始点Ｐの場合は径路を記憶し、終了する（Ｓ３：Ｙｅｓ，Ｓ
１０）。また、今回辿った径路と前回辿った径路の方向が１８０度異なる時（Ｓ４：Ｙｅ
ｓ）は、枝を発見したとして前回の径路を消去し（Ｓ５）、手順３に戻る。尚、本発明で
言う「枝」とは、閉領域の内部に向かって伸張する線分である。
【００３１】
手順５：今回辿った経路と前回辿った経路の方向が１８０度異ならないとき（Ｓ４：Ｎｏ
）、今回辿った径路を記憶する（Ｓ６）。今回辿った径路の先の画素が既に辿られている
か調べ（Ｓ７）、辿られていなければ（Ｓ７：Ｎｏ）今回の画素を記憶し（Ｓ１２）、手
順３に戻る。尚、このＳ７では、開始点Ｐ以外の点について辿ったか否かが調べられる。
【００３２】
手順６：今回の径路の先の画素が既に辿られていた場合は（Ｓ７：Ｙｅｓ）、前回その画
素に入ってきている径路と、今回これから出て行く径路の方向を調べ（Ｓ８）１８０度異
なっていなければ（Ｓ８：Ｎｏ）手順３に戻る。
【００３３】
手順７：今回これから出て行く径路の方向が１８０度異なっている時（Ｓ８：Ｙｅｓ）、
閉ループを発見したとして、その閉ループを今処理している領域の内部輪郭線として処理
し（Ｓ９）、手順３に戻る。
【００３４】
手順３の規則を詳しく説明すると以下のようになる（図７参照）。
【００３５】
手順１’：前回の径路が上、下、右、左か、あるいは右上、左上、左下、右下かを調べる
（Ｓ１００）。ただし、文中の上、下、左、右、右上、左上、左下、右下は図１３に示す
ｘｙ座標に対しての方向である。また、「右方」とか「・・・方」とあるのは、進行方向
に対する方向である。
【００３６】
手順２’：前回の径路が上、下、右、左の場合（一方の座標軸に直交する方向の場合）は
（Ｓ１００：Ｎｏ）前回の径路に対して右前方、前方、左前方、後方の順番で（Ｓ１０５
～Ｓ１２５：図８（ａ））、前回の径路が右上、右下、左上、左下の場合（座標軸に直交
しない方向の場合）は（Ｓ１００：Ｙｅｓ）前回の径路に対して右方、右前方、前方、左
前方、左方、後方の順番で画素が存在するかを調べる（Ｓ１３５～Ｓ１６０）。
【００３７】
手順３’：最初に調べて存在した画素およびその画素への径路を、次の画素、次の径路と
して、ＲＡＭ４の径路記憶領域４ｄ、画素記憶領域４ｅに記憶する（Ｓ１３０）。
【００３８】
次に、図８に例として、上と右上に径路を辿ってきた場合の画素を調べる順番を示す。
【００３９】
図柄Ａを細線化したビットマップデータについて、以上の手順実施によりなされる処理を
説明するものが図１１である。「ねこの顔」の領域（図１２（ａ）斑点部）のデータ作成
を例として説明する。このビットマップデータは、先の細線画像記憶領域４ｂに記憶され
ている。
【００４０】
この「ねこの顔」の領域は内部輪郭線１及び２、外部輪郭線３を持つ（図１２（ｂ））。
まず内部輪郭線１及び２の径路が、上述した手順１から手順７に従い辿られ（図１２（ｃ
））、ベクトルデータに変換される。内部輪郭線１及び２では、枝及び閉ループが存在し
ないために手順４、６、７は行われない。
【００４１】
続いて外部輪郭線３の径路を、手順１から手順７に従い辿る。図１２（ｄ）の矢印部分は
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枝及び閉ループが存在しないため、手順４、６は行われず、手順５により辿った径路がＲ
ＡＭ４の径路記憶領域４ｄに、辿った画素がＲＡＭ４の画素記憶領域４ｅに記憶されて行
く。
【００４２】
図１２（ｄ）の部分Ｂを拡大した図１３に示すように、上方から辿ってきて、枝分かれし
ている。画素１まで画素を辿ってくると、次の画素は今までの径路の進行方向に対して左
方、前方、右方に存在するので、次の径路は右方へと進む（矢印ａ：Ｓ２）。画素２まで
辿った時の径路は、図１３に示されている部分では、左下、下、左下、左上（矢印ａ）、
左上（矢印ｂ）となっている。次のとるべき径路は右下（矢印ｃ）となっており、この矢
印ｃは前回の径路（矢印ｂ）とは方向が１８０度異なっている（Ｓ４：Ｙｅｓ）。そのた
めに、この場合は手順４により前回の径路（矢印ｂ）は径路記憶領域４ｄから消去され、
今回の径路（矢印ｃ）も記憶されない（Ｓ５）。
【００４３】
そうすると、今記憶されている径路は、左下、下、左下、左上（矢印ａ）となり、今辿ら
れた画素は画素３である状態になる。今回の径路は右下（矢印ｄ）であり、やはり記憶さ
れている前回の径路（矢印ａ）と方向が１８０度異なるために、前回の径路は消去され、
今回の径路は記憶されない。この様にして、図１３に示されたように画素を全て辿り終わ
ると、記憶されている径路は、左下、下、左下、左下、左下、左下、左となり、矢印ａ～
ｄの枝の部分は、一旦記憶されているが結局径路から消去されている。
【００４４】
次に、図１２（  ｄ  ）の部分Ｃを拡大した図１４に示すように、右側より手順１から６に
従い径路を辿ってくる。矢印ｅに従い画素４を辿った時は、この画素を辿るのはまだ１回
目なので手順５は行われない（Ｓ７：Ｎｏ）。続いて、環状部を反時計まわりに辿って、
矢印ｇに従い再び画素４を辿ると、先ほど画素４を辿った時に、手順５により辿った画素
がＲＡＭ４の画素記憶領域４ｅに記録されているために、この画素を辿るのは２回目と分
かり（Ｓ７：Ｙｅｓ）、閉ループがある事が発見される。この画素から、次に辿る経路（
矢印ｈ）と前回この画素に入ってきている径路（矢印ｅ）の方向を調べ、１８０度異なっ
ていた場合のみ閉ループを切り離す処理を行う（Ｓ９）。これは、閉ループが接している
時（図１５）には切り離しを行わないためである。閉ループが接している場合には、同様
の２つの径路（矢印ｉと矢印ｊ）の方向は１８０度異ならない。
【００４５】
図１４の場合では、矢印ｆから矢印ｇまでの径路を閉ループとして切り離し、現在処理し
ている領域の内部輪郭線として処理をする。そのため、記憶されている径路は左、左上、
上、上、となる。そして、今回の径路は下であるために、手順４に従い、記憶されている
最後の径路（矢印ｅ）は消去され、今回の径路（矢印ｈ）も記憶されない。
【００４６】
つまり、閉ループが存在した場合には、閉ループ部分を切り離し内部輪郭線として処理す
るために、残った部分では先ほど説明した枝の削除と同じ処理が行われるのである。その
ために、図１４に示された画素を全て辿った後記憶されている径路は、左、左、左上、左
下、左、左、となる。
【００４７】
細線追跡の開始点は、図２０に示すフローチャートのように、図１１の画素について図１
３のような直交する座標系を想定し、図１２の「ねこ」の絵の右上の座標を１画素ずつ座
標値に演算する。その手順は、有効な画素（黒塗りの画素）について、Ｘ方向で最大座標
を検出する度にその最大座標（Ｘｍａｘ）を更新すると共に引き続きその画素のＹ座標に
ついても同様に最大値（Ｙｍａｘ）を越えるかを調べ、越える場合その座標を更新する（
Ｓ４１０乃至Ｓ４４２）。そして、先の処理を繰り返してすべての画素について座標を調
べた後に、最終的に抽出した（Ｘｍａｘ、Ｙｍａｘ）に相当する画素を開始点とする（Ｓ
４４０：ＹＥＳ，Ｓ４４４）。
【００４８】
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以上の説明に従い、「ねこの顔」の内部輪郭線及び外部輪郭線を上記処理により作成した
ものが図１２（ｅ）である。内部輪郭線は処理前に比べて、１つ増え (新内部輪郭線 )３つ
になっており、４本のひげ及び鼻の下部の線が消去されたデータができている事が分かる
。このため、輪郭線のサテン幅を非常に細くした場合や、輪郭線を走り縫いで行うような
場合においても、輪郭線縫製部（図１６（ｂ），（ｄ））とタタミ縫いの領域（図１６（
ａ））との間に隙間が生じる事が無くなり、その両方によって形成される模様（図１６（
ｃ），（ｅ））を美しく刺繍する事が可能になるのである。尚、輪郭線縫製部を走り縫い
及びサテン縫いの両方で構成してもよい。
【００４９】
以上の説明から明らかなように、枝削除処理によれば、４連結、８連結の連結性をもつ細
線ビットマップに関して枝を削除するために、内部縫いデータの形状が単純になりデータ
量が減少し、輪郭線の幅を細くできるため、高品質の刺繍データの作成が可能になる。ま
た、枝削除は閉領域及び輪郭線のデータ作成時に適用可能のため、データが単純になり、
高品質の刺繍データの作成が可能になる。また、ノイズ除去にも使用できる。更に、既に
細線追跡を行ったか否かに基づき処理し、枝削除利は閉ループ処理より先に行うので、枝
と閉ループの判断をすることができるために正しくデータを作成することが可能になる。
そして、追跡の前回と今回とで１８０度方向が異なることに基づいて処理しているので、
細線追跡中に枝を発見した時、その枝をデータ上より削除することが可能になる。図名の
一部ずつ繰り返し処理しているので、各ステップごとに枝削除、閉ループ発見を行うため
に、効率的にデータを作成することができる。
【００５０】
それから、輪郭線データや内部縫いデータの少なくとも一方のために更に針落ち点を確定
する処理を施されるデータを、同一の細線化されたデータに基づき作成するので、輪郭線
の縫い幅を非常に細くした場合においても、輪郭線と内部縫い間の隙間が発生しにくく、
刺繍内部において下地の出現が少なくなり、専門的な知識や熟練がなくても簡単に高品質
の刺繍データの作成が可能になる。また、輪郭線の入力より、その輪郭線縫いのみや内部
タタミ縫いのみ、或いはその両方のデータを作成することも可能になり、多様な刺繍デー
タの作成作業が可能になる。さらに、輪郭線及び内部縫いのデータを同一の細線画像より
作成するために輪郭線と内部縫い間の隙間が発生しにくく、刺繍内部において下地の出現
が少なくなり、専門的な知識や熟練がなくても簡単に高品質の刺繍データの作成が可能に
なる。
【００５１】
また、再び追跡をしたか否かに基づき閉ループを検出するので、閉領域内に閉領域が存在
し、それらが枝によってつながっている時は内側の閉領域を内部輪郭線として処理するこ
とが可能になり、高品質の刺繍データの作成が可能になる。更に、閉ループ検出を行う際
に追跡方向に基づくので、一層細かな判断を行え、高品質なデータの作成が可能になる。
それから、細線追跡された画素のデータに基づき既に追跡されたか否かが判断されるので
、細線追跡中に閉ループが存在した場合、容易に発見することが可能になる。さらに、追
跡方向に対する１８０度に基づき閉ループの検出を行うので、閉領域内に閉領域が存在し
、それらが枝によりつながっている時に、閉領域どうしの距離等の条件により、内側の閉
領域を内部輪郭線として処理するか否かの判断をすることができる。
【００５２】
上述した実施の形態においては、縫製データのうち縫い目を形成するための針落ち点デー
タを作成したが、刺繍図柄を表す表示データを、同様にドットデータより作成しても良い
。また、上述した実施の形態では、輪郭部分とその内部部分との両方の縫目を形成できる
ように構成されている装置であるが、その片方しか作成できない装置であっても良い。例
えば、輪郭内部に相当する部分をアップリケにする場合、その輪郭内部を縫い尽くすデー
タは不要であるので、輪郭部分だけのデータが必要である。その逆に、輪郭部分を無くし
て意識的に布地を露出させて、輪郭線とする場合も考えられ、その場合、輪郭内部だけの
データが必要である。そのいずれの場合であっても、原画に忠実であることが望まれるこ
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とは言うまでもなく、本発明を実施することによって良好なデータを取得することができ
る。
【００５３】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、請求項１に記載の刺繍データ処理装置によれば、枝削除
手段は４連結、８連結の連結性をもつ細線ビットマップに関して枝を削除するために、内
部縫いデータの形状が単純になりデータ量が減少し、輪郭線の幅を細くできるため、高品
質の刺繍データの作成が可能になる。
【００５４】
また、請求項２に記載の刺繍データ処理装置によれば、枝削除は閉領域及び輪郭線のデー
タ作成時に適用可能のため、データが単純になり、高品質の刺繍データの作成が可能にな
る。また、ノイズ除去にも使用できる。
【００５５】
また、請求項３に記載の刺繍データ処理装置によれば、枝と閉ループの判断をすることが
できるために正しくデータを作成することが可能になる。
【００５６】
また、請求項４に記載の刺繍データ処理装置によれば、細線追跡中に枝を発見した時、そ
の枝をデータ上より削除することが可能になる。
【００５７】
さらに、請求項５に記載の刺繍データ処理装置によれば、各ステップごとに枝削除、閉ル
ープ発見を行うために、効率的にデータを作成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】刺繍データ処理装置の外観を示す斜視図である。
【図２】刺繍データ処理装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図３】刺繍データ処理装置のＲＡＭを示す図である。
【図４】本発明の実施の形態の刺繍データ処理装置による刺繍データ処理の全体の手順の
一例を示すフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態の刺繍データ処理装置による指定領域のデータ処理手順の一
例を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態の刺繍データ処理装置による輪郭線のデータ処理手順の一例
を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態の刺繍データ処理装置による径路を調べるデータ処理手順の
一例を示すフローチャートである。
【図８】前回径路に対する周囲８近傍の検索の順番を示す図である。
【図９】刺繍図柄原画の一例を示す図である。
【図１０】刺繍図柄原画を読み取ったビットマップ画像の部分を示す図である。
【図１１】刺繍図柄の細線化ビットマップ画像の部分を示す図である。
【図１２】閉領域の内部輪郭線及び外部輪郭線の抽出過程を説明する図である。
【図１３】枝があった場合の径路の辿りかたとｘ－ｙ座標を示す図である。
【図１４】閉ループがあった場合の径路の辿りかたを説明する図である。
【図１５】閉ループが接していた場合の径路の辿りかたを説明する図である。
【図１６】作成される刺繍縫目の一例を示す図である。
【図１７】枝の存在する原画を示す図である。
【図１８】領域を指定する原画を示す図である。
【図１９】作成される刺繍縫目の一例を示す図である。
【図２０】本発明の実施の形態の刺繍データ処理装置による追跡の開始点を抽出するため
のフローチャートである。
【符号の説明】
２　ＣＰＵ
３　ＲＯＭ
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４　ＲＡＭ
５　フラッシュメモリ装置
６　入出力インターフェイス
７　液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）７
１０　フラッシュメモリ１０
１２　イメージスキャナ１２

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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